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はじめに

本稿において，私は，イギリス政府によって導入されようとしている，現在の一

連の司法審査改革を検討する。とりわけ，本稿は，審判所制度の機能から生じる司

法審査訴訟の特定の類型である，いわゆる「Cart 司法審査」を検討する。

司法審査は，個人が行政の行為および意思決定の適法性を争い得る仕組みであ

る，だがそれはその適法性を争い得る 1 つの仕組みにすぎない。司法審査の争い

は，行政裁判所（Administrative Court）＊1 における高等法院の裁判官によって検討

される。移民・出入国管理にかかわる司法審査のいくつかの類型は，第二層審判所

（移民・出入国管理及び庇護室）に管轄権が移された。

司法審査（judicial review）は，政府の行為を争うための 1 つの仕組みにすぎない

ことを念頭に置くことは重要である。もう 1つの手法は，行政決定を再決定し得る

独立した司法的機関である審判所に，行政決定を不服として上訴する（appeal）こ

とである＊2。これら 2 つの救済方法は，異なるものであり区別されるが，それらが

接合する 1つの点が存在する。この点が，「Cart 司法審査」が生じる場所である。
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審  判  所

何が「Cart 司法審査」であり，なぜそれが政府によって改革されようとしてい

るのかを理解するために，最初に我々は審判所の背景に関すること，またそれがど

のように発展してきたかを理解する必要がある。審判所が 20 世紀初期に最初に導

入され始めたとき，審判所は行政決定にかかわる争いについて審判し，「司法的」

手続と意思決定のスタイルをしばしば採用したが，それらの大部分は「行政的機

関」であった。

審判所の審判員は，審判員が上訴を審理した第一次決定を行う同一の省庁によっ

て任命され，監督される。審判所「制度」は，組織的でなく，一貫性がないもので

あった。その上，法曹界は，審判所をある程度の疑いをもって見た。審判所の発展

は，積極的行政国家の発展の直接的結果であった。社会政策プログラムを執行する

政府機関に，より多くの権限が付与されたとき，審判所は，それらのプログラムか

ら生じる争いを解決するための迅速で，費用効果が高く，効率的な手段として導入

された。審判所が機能する 2つの最大の領域は，社会保障と移民・出入国管理であ

る。

しかしながら，時が経つにつれて，審判所の不明瞭な憲法的地位は消極的に考え

られるようになった。審判所は，上級裁判所と同様の類型の憲法的保護を欠いてい

た。それは，独立したものとして見られなかった。例えば，もし審判所が法的管轄

権外で行動したならば，どのような状況になるのか？ その答えは，高等法院のよ

うな上級裁判所が，審判所が制定法上の管轄権による制限の範囲内に確実に保つよ

うにすることによって審判所を正すために，司法審査の権限を用い得るということ

である。これは，1950 年代に裁判所が行ったことである。その当時，1960 年代と

それ以降にかけて，裁判所は政府と審判所の双方が適法で，手続的に公正であり合

理的な決定を行うことを確実にするために司法審査の原則を発展させた。

時が経つにつれて，審判所制度は発展した。新たな上訴の権利が国会によって導

入された。審判所「制度」は，依然として組織的でなく，一貫性がなかった＊3。

それは改革され，真に，より統一のとれた制度にする必要があるという関心が存在

した。
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審判所改革

結局， これを行う機会は 2007 年に生じた。司法省は， 審判所を改革することを決

定した。2007 年審判所，裁判所及び執行法（Tribunals, Courts and Enforcement Act 

2007） は， 審判所を完全に司法制度の範囲内におくことによって， 審判所を 「元の」 

省庁から完全に独立させた。同法はまた，第一層審判所と第二層審判所という 2つ

の新たな一般的な審判所を設置した。これらの審判所の双方は，役割ごとの室に区

分される。例えば，第一層審判所（社会的資格室）は，社会保障給付にかかわる最

初の上訴を審理する一方で，第一層審判所（移民・出入国管理及び庇護室）は，移

民・出入国管理および庇護の事案における最初の上訴を審理する。これらの審判所

の管轄権は，法と事実の双方の論点に及ぶ。

実際は，それらの審判所が判断する上訴のほぼすべてが事実の問題にかかわる，

すなわち，それは，上訴人が，例えば社会保障給付あるいは特定の出入国の地位の

資格があるか否かを決定するために証拠を審理し，評価することである。第一層審

判所の上に，第二層審判所がある。これもまた，第二層審判所（行政上級室）およ

び第二層審判所（移民・出入国管理及び庇護室）のような室に区分される。第二層

審判所の管轄権は，法の論点に限られる。その主要な役割は，第一層審判所が，関

連する法規範に従わないこと，手続上の過誤を犯すこと，あるいは十分かつ適切な

理由を示さないことのような何らかの法の過誤を犯したか否かを判断するために，

第一層審判所の裁決に対するさらなる上訴を審理することである＊4。

新たな審判所制度は，比較的自己完結したものであることが意図された。上訴人

が司法審査を要求し得る，それゆえに審判所制度の中にある事案を高等法院に移す

何らかの方法が存在するとは思われなかった。しかしながら，その問題は，まった

く疑いがないわけではなく，それは裁判所が解決すべき 2007 年法という制定法の

解釈に関する論点であった。

現在，我々は，第一層審判所の裁決を不服として第二層審判所に上訴しようとす

るための手続にかかわるやや技術的な論点を検討する必要がある。一般的に，上級

裁判所あるいは審判所への上訴は，権利としてのものではない。言い換えると，原

告は，完全な主張をし得る前に，まず次の裁判所あるいは審判所からの許可を得な

ければならない。これは，上訴に対する許可として知られている。この仕組みは，

次の裁判所あるいは審判所が多くの審査に値しない事案によって過重負担にならな
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いことを確実にするためのフィルター装置として機能する。しかしながら，もし上

訴に対する許可の拒否それ自体が争われ得るとしたらどうだろうか？

長年の間，2007 年以前の移民・出入国管理にかかわる上訴の手続の下では，移

民は，第一審の移民・出入国管理を扱う審判所によって彼のあるいは彼女の上訴が

棄却された後，移民・出入国管理上訴審判所に対して上訴の許可を要求していた。

控 訴 院 民事上級裁判所 控 訴 院（北アイルランド） 
（Court of Appeal）  （Court of Session） （Court of Appeal（NI）） 

行 政 上 級 室 
（Administrative Appeals Chamber）

租税及び

衡平法室
（Tax and 

Chancery 
Chamber） 

移民・出入

国管理及び

庇護室
（Immigra- 

tion and 
Asylum 
Chamber） 

土 地 室
（Lands 
Chamber） 

租 税 室
（Tax 

Chamber） 

移民・出入 

国管理及び 

庇護室 

（Immigra- 
tion and 
Asylum 

Chamber） 

財 産 室
（Property 

Chamber） 

一 般 

規 制 室 
（General 

Regulatory 
Chamber） 

保健，教育

及び

社会ケア室

（Health, 
Education 

and 
Social Care 

Chamber） 

社 会 的 

資 格 室 
（Social 

Entitlement 
Chamber） 

戦 争 年 金

及び

軍隊補償室

（War 
Pensions 

and Armed 
Forces 

Compensation 
Chamber） 

第一層審判所（First Tier Tribunal） 

雇用審判所
（Employment 

  Tribunal） 

第二層審判所（Upper Tribunal） 
雇用上級

審 判 所
（Employment 

Appeals 
Tribunal） 

図 1　審判所制度

　（出典）　Court and Tribunals Judiciary, Tribunals Organisation Chart （https://www.judiciary.

uk/wp-content/uploads/2022/04/Tribunals-Chart-Updated-August-2022-31.pdf）.

　（図の訳注）　個別の審判所には言及しないが，審判所の管轄権は，イングランドのみ，イング

ランドおよびウェールズ，スコットランドのみ，大ブリテン，UK 全体と多様である。

　　　　　また，報告原稿では，出典として 2019 年 4 月 16 日時点での審判所制度が紹介されて

いたが，翻訳時には，ホームページに 2022 年 8 月 31 日時点のものが掲載されており，

両者の制度に相違はないので，2022 年 8 月 31 日時点の審判所制度を示した。ただし，

審判所の長官名，管轄権等の詳細は，省略して示している。
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もしその審判所が許可を拒否したならば，彼らは高等法院に行き，司法審査を請求

することによって，その拒否の司法審査を要求するであろう。一方で，この手続は

上訴人が二度目の機会を有し得る手段として何人かには見られていた。すなわち，

彼らは，一度許可を拒否されて，その拒否を争うことを要求していた。それは，し

ばしば裁判手続の濫用として理解されたが，それは当時のルールの下では認められ

ていた。他方で，移民・出入国管理審判所の裁判官が許可を拒否するとき，過誤を

犯し得る危険が常に存在した，そして，そのような過誤が上級裁判所によって正さ

れ得る何らかの手段が必要であった。

特にここで関連するもう 1つの論点は，司法審査へのアクセスを除外する国会の

領域にかかわる。UK において，政府は国会の公選の議院である庶民院における多

数派である。ほとんどの法律は，政府あるいは省庁によって起草され，国会に提出

される。ほぼ常に，庶民院が法案の通過を勝ち取る。政府は，庶民院において過半

数の議席を有するため，庶民院でほとんどの議決を勝ち取る。しかしながら，制度

内在的な緊張が存在する。もし政府が特定の決定に対する司法審査を排除するため

に多数派を用いるならば， どうなるだろうか？ 一方で， これはおそらく許容される

であろう，なぜなら国会主権（Parliamentary sovereignty）の原則の下では，国会が

制定するものは何でも法であり，また，裁判所の唯一の役割は，法律を解釈し適用

することであり，それを憲法違反として無効とすることではないからである。他方

で，もし国会が司法審査を制限する法律を制定したならば，これは，政府は適法に

行動しなければならないという原則である法の支配（rule of law）をまず間違いな

く掘り崩すであろう。

2007 年法が上訴に対する許可を拒否する審判所決定の司法審査を明確に排除し

なかった 1つの理由は，これが将来の政府に司法審査を廃止するあるいは制限する

ための青信号を与えるかもしれないからであった。同時に，その問題は，裁判所の

解決に委ねられた。その論点は，2011 年の Cart 事件判決で判断に付された。

「Cart 司法審査」

「Cart 司法審査」は，高等法院にとどまり，第二層審判所に移されなかった移

民・出入国管理にかかわる司法審査の専門類型である＊5。この司法審査の類型の焦

点は技術的であり，2007 年審判所，裁判所及び執行法によって確立された第一層

審判所と第二層審判所の構造にかかわる。Cart 司法審査は，申請者が第一層審判
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所に上訴の権利を行使し，その上訴が棄却され，第二層審判所に上訴の許可を申請

するときに生じる。そのような許可が，第二層審判所によって拒否された場合，申

請者は許可を拒否する第二層審判所の決定の司法審査を請求する。明白な理由があ

り，司法審査の争いは第二層審判所によって検討され得ない，なぜなら，それは争

いの対象となっている機関だからである。その代わりに，Cart 司法審査は，もっ

ぱら書面に基づいて，高等法院の裁判官によって検討される。

それが生じるやや複雑な方法にもかかわらず，Cart 司法審査はその 2 つの主要

な点において重要である。第 1に，第二層審判所は，上訴に対する許可を拒否する

ときに誤りを犯し得る，また，申請者にとって争点となっている論点は非常に重要

となり得る，しかし，それに伴うコストを考慮すると，そのような事案において，

もし司法審査があるとすれば，いかなる司法審査の基準や程度が適当であるだろう

か？ 第 2 に，近年，Cart 司法審査にかかわる広範囲の議論が存在する。政府は，

Cart 司法審査を廃止しようとしたが， 政府が依拠したデータと証拠の基礎には， 不

備があった。したがって，Cart 司法審査に関するエピソードは，裁判過程が実際

にどのように機能するかを理解する政府，とりわけ司法省の能力，および証拠に基

づく政策形成にかかわる政府の能力に関する問題を提起する。そのエピソードはま

た，司法の監視の必要性および法律を通して Cart 司法審査を廃止することによっ

て，そのような監視の範囲を完全に削除する政府の要求に関する問題を提起した。

我々は，なぜ Cart 司法審査が実際に存在するのかを詳細に検討することから出発

し得る。

アドホックな発展の歴史の後に，2007 年審判所，裁判所及び執行法は，審判所

の構造を合理化するため，また通常裁判所との関係を再構築するために導入され

た。同法の第 1 章は，Leggatt 報告書において提案されたように，新たな統一され

た審判所構造を確立した1）。同法はまた，対象に応じて室に組織化され，各室に長

官がおかれた第一層審判所を創設した。それは，審判所の裁判官と他の（法律家で

ない）メンバーで構成される。2007 年法はまた，第二層審判所を確立し，それも

また対象に応じて室に組織化され，各室に長官がおかれている。いわゆる Cart 司

法審査は，第一層審判所の裁決に対する上訴の許可を申請者に付与することを拒否

する第二層審判所の権限にかかわる。そのような拒否は，2007 年法に基づいて上

訴される余地はない2）。しかしながら，同法は，それ以外の点では高等法院が司法

審査の方法によって上訴に対する許可を拒否する第二層審判所の決定を審査し得る

か否かに関して，沈黙している。歴史的に，伝統的なアプローチは，審判所は上級
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裁判所による法的監視の下にあるということであった。これは，例えば，審判所お

よび審問に関する Franks 報告書において明白に見られた3）。Franks 委員会は，「審

判所のすべての裁決が法の論点に関して裁判所による審査に服するべきであるとい

う強固な意見」を有していた4）。ほぼ同時期に，Lord Denning は，「もし審判所が

裁判所による何らかの監視なしに自らの管轄権を自由に越えることができるなら

ば，法の支配は終わるであろう。」と述べた5）。しかし，それは 1950 年代のことで

あった。審判所の現代化と合理化は，特に 2007 年法を通して，その立場が変わっ

たことを意味したであろうか？

最高裁判所における Cart 事件

Cart 事件は，Cart 氏が，児童支援のために前妻に対して支払われる児童扶養の

変化の程度を変更するために，児童支援機関（その権限は，児童扶養及び執行委員

会によって，その後引き継がれた）の拒否を不服として，社会保障及び児童支援審

判所に上訴したときに生じ，その管轄権は，第一層審判所によって，その後引き継

がれた。彼の上訴は，2007 年 10 月に棄却された。彼は，第二層の上訴機関である

児童支援コミッショナーに対して上訴の許可を申請した。2008 年 6 月に，Cart 氏

は，3 つの根拠に基づく上訴は許可されたが，4 つ目の根拠に基づく上訴に対する

許可は拒否された。その後，児童支援コミッショナーの権限は，第二層審判所の行

政上級室に引き継がれた。第二層審判所は，許可が付与された 3つの根拠に基づく

彼の上訴を棄却し，4 つ目を再審理するための許可を拒否した。Cart 氏は，4 つ目

の論点に関する上訴に対する第二層審判所による許可の拒否に対して司法審査を要

求した。第二層審判所が司法審査に服するか否かの問題が，先決問題として判断さ

れるべきであることが合意され，その後，この問題は審判所制度におけるその他の

ところで生じた類似の事案とともに，最高裁判所にまで達した＊6。

Cart 事件において最高裁判所は，「何が新たな審判所制度と相対する司法審査の

適切な役割であるか？」6）という中心的な問題に取り組まなければならなかった。

実際，裁判所は可能な 3つの選択肢を有していた。第 1の選択肢は，司法審査が完

全に排除されたこと，および通常の上級裁判所は，もはや司法審査を行使する能力

を何も有しなかったことを認めることであった。第 2の選択肢は，司法審査が依然

として十分に利用可能であり，また新たな審判所構造の導入によって変化させられ

なかったと結論付けることであった。第 3 の選択肢は， 中道を構築するものであり， 
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司法審査が特定の状況においてのみ利用可能であるということであった。そのよう

な状況は，控訴院のような上訴裁判所が，いくつかの理論上あるいは実務上の重要

な論点を提起する場合にのみ，あるいは上訴裁判所が，そのような論点を審理する

ための，いくつかの他のやむを得ない理由が存在する場合にのみ，上訴され，審理

され得る事案に対して許可を付与する第二層審判所の上訴の基準を含み得る7）。最

高裁判所のためのこの選択の存在はまた，本件が審判所制度の監視に関するのみで

なく，裁判官が法的理由付けに関する形式主義的な方法か，プラグマティズムとし

て知られる法的理由付けに関するもう 1つの同様に有効な方法かの，いずれを通し

て司法審査の事案を判断すべきであるかについても議論の対象になったことを意味

した8）。さらに論議を呼ぶのは，本件はまた，裁判所が管轄権を行使すべきでない

ことを法律が示唆する場合でさえ，どこまで裁判所が自らの司法審査の管轄権を保

護するべきであるかに関する扱いにくい憲法的な問題も提起したことである。

Cart 事件の間に，政府は，2007 年法に「上位記録裁判所（superior court of re-

cord）」として第二層審判所を規定したことは，それが司法審査から免れているこ

とを意味すると強力に主張した9）。Lady Hale は，最高裁判所の判決において，こ

の主張は，もし司法審査が除外され得るならば，その効果をもつ明白な法律上の文

言の使用による場合のみであると判示した高等法院の判決における Laws 裁判官に

よって「完全に打ち砕かれた」 と結論付けた10）。「上位記録裁判所」 という文言は， 

2007 年法へと導いた Sir Andrew Leggatt による審判所の調査において，たとえ彼

が正反対のことを考えていたとしても，そのような明白な司法審査の管轄権の排除

を構成しないと判示された11）＊7。しかしながら，第二層審判所は司法審査から免

れることがないという結論にもかかわらず，最高裁判所は，第二層審判所は高等法

院の完全な監視的管轄権に服する必要はなかったと判示した。主に司法審査へのア

クセスを維持することにかかわる憲法的憂慮は，行政の意思決定が法に従っている

ことを確実にする必要性にかかわるため，徹底的でない監視は，司法上独立した専

門的な審判所については許容され得るであろう。したがって，最高裁判所の全員一

致の見解は，本件が何らかの理論上あるいは実務上の重要な論点を提起した場合に

限り，あるいは司法審査を求める何らかの他のやむを得ない理由が存在する場合に

限り，高等法院は上訴に対する許可を拒否する第二層審判所の決定を審査する用意

があるというものであった。最高裁判所がここでしたことは，第二層審判所の裁決

から控訴院へさらに上訴する権利の行使を制約する基準とまさに同じ基準を第二層

審判所の司法審査を制限する基準として採用したということであった12）。それゆ
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えに裁判所は，第二層審判所に対する司法審査は，第二層審判所への上訴の基準に

則する場合にのみ利用可能であるというプラグマティックな中間の道を選択した。

したがって，判決は，司法審査排除条項（ouster clauses）に関する憲法的関心に

よってのみでなく，さらに訴訟が係属することによってもたらされる利益，限られ

た司法資源および審判所の専門性の性質を含む新たな審判所制度の文脈によっても

相当に形作られた13）。

最高裁判所の判断に対する行政法学者の反応は，司法制度の頂点に達すると判断

された，ほとんどの法の論点を伴う事件と同じように，賛否両論であった。1 人の

学者は，本判決を法的理由付けの観点から「原理に対する不敬」，また「原理の放

棄やプラグマティズムを支持する概念的な根拠に対する抗議」と表現したが14），

幾人かは本判決を称賛した。実際，最高裁判所の判決は，関係するコスト，第二層

審判所の裁判官による事案の事前の監視，およびあらゆる者が誤りを犯すという認

識を考慮する制限された根拠に基づいて，最後の救済方法を人々に提供した。それ

は，実務的な問題に対するプラグマティックな解決策であり，ある新しい形式の司

法の原則の冒涜とはかけ離れていた。ここでのより大きな論点は，そのような事案

がしばしば提起する法原則，政策的考慮要素および組織的構造の間の複雑な相互作

用のために，行政法の裁判の文脈において，法的理由付けに関するプラグマティッ

クな形式が，とりわけ適したものとなることがあるということである15）。

司法省および行政法独立審査委員会

Cart 判決によって混乱が解決した後の数年間，最高裁判所の判決は，「Cart 司法

審査」として知られる新たな司法審査の管轄権の基礎を形成した。実際，ほぼすべ

てのそのような審査が移民・出入国管理にかかわる事案であった。2019 年末まで

に，5502 件の Cart 司法審査の請求が存在した。2020 年において，現政権は，一連

の注目を浴びた憲法的な司法審査によって引き起こされた，上級の司法部が政治過

程に踏み込んできているという懸念を有していた。Cart 判決は，裁判所が度を越

し，立法府の意図に十分な注意を払うことなく，政治過程に干渉した場合の例とし

てしばしば提示された。どのように司法審査が機能していたかを，そして，改革が

必要であるか否かを再検討する政策過程が始まり，Cart 判決は再び注目を集める

ことになった。

審査過程の第一段階は，司法省によって設置された，行政法独立審査委員会（In-
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dependent Review of Administrative Law）という名称の専門家委員会による独立した

審査であった＊8。ほんの数か月の期間において，Faulks 勅撰弁護士によって先導

された委員会は，意見を聴取し，多くの回答を分析し，十分かつ詳細で広範囲に及

ぶ司法審査の状況の分析をした。それは，司法審査を改革するために非常に限られ

た提案をしたが，Cart の管轄権の範囲が廃止されることを勧告した。委員会は，

Cart 司法審査は，「請求を検討することについての司法資源の継続的支出が……擁

護され得ない」ので，中止すべきであると結論付けた16）。大法官は，「我々は，

Cart 司法審査として知られる司法審査の類型を除去する法律を制定するために，

審査委員会の勧告に従うであろう」と庶民院に述べ，政府は，この勧告を受け入れ

た17）。その提案への同意は普遍的なものではなかったが，この勧告に対するある

有力な支持が迅速に提供された。元最高裁判所の裁判官であり，Cart 事件の法廷

の構成員でもあった Lord Hope は，貴族院の議論においてその提案を後押しし

た。「我々は，適用すべき基準を明確にしようとしていたときに，できる限り高い

水準を設定したが，経験は，我々の判断が機能しなかったことを示した，そういう

わけで，私は，その審査の類型が終わりの時を迎えていることに同意する」18）。し

たがって，政府は，Cart 司法審査を廃止する方法について意見聴取した19）。その

意見聴取はまた，上級裁判所による審査の管轄権を排除しようとする法律（いわゆ

る司法審査排除条項）に，いかに裁判所が応答すべきであるかに関して，立法上の

枠組みが存在すべきであるか否かという問題を含む，Faulks 委員会が提案したも

のをかなり超えた問題を含んでいた。

委員会によって提出され，意見聴取において政府によって承認された主張が，資

源の有効活用に関係したと何度も繰り返して言うことは重要である。この主張をす

るために， 委員会は最高裁判所の判決以降のCart司法審査を含む事案に関するすべ

ての判例集と裁判記録を求めて訴訟データベースをくまなく探した。委員会は，第

一層審判所が犯し，第二層審判所が正すことができなかった法の過誤を裁判所が発

見し，正すことができた事案がどれほどあるかを明確にするためにこれを行った。

この方法を用いて， 委員会は， 2012 年以降に認容された Cart 司法審査が 12 件のみ

存在したことを発見したが，それは，すべてのそのような提起された事案のうちの

0.22% に相当した。この明らかに低い認容率に基づいて， Cart 司法審査を廃止する

ことを目的としたこの政策的主張に関して生じる 2つの重要な論点が存在する。

第 1に，それは，事案の結論および質の問題が，どの救済方法が原告にとって利

用可能であるべきかに関する政府の政策を，どのように特徴付け得るかを示す。上
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級裁判所による監視が最も明確な文言とは言えないもので排除されるべきではない

という原則からの主張および最高裁判所の論拠が，司法資源および結論に関する功

利主義的な政策の計算によって下位におかれた。意見の回答者達は，認容された

Cart の事案は，しばしば基本的利益に関係し，また他では正されないであろう重

大な過誤を正したという懸念を表明した20）。この点に関して，上訴の申請に対す

る許可の仕事を 1 日中行っている第二層審判所の裁判官は，1 日に 10 件あたりを

検討するであろうことを念頭に置くことは重要である。それは，書類，上訴された

第一層審判所の裁決，争いの根拠を審査すること，また理由を付けて短い判決を書

くことを意味するであろう。これは， 高等法院の裁判官である Sir Duncan Ouseley

が，2015 年に「1 日を費やすための特に憂鬱な方法」と表現した仕事の類型であ

る。したがって，第二層審判所の裁判官が上訴に対する許可を拒否するときに，単

純に誤りを犯す可能性がまったく起こりそうもないわけではない。結局，誰もが誤

りを犯すのである。

論点を示すために，認容された Cart 司法審査を検討しよう21）。上訴人は，国外

追放にかかわる上訴が第一層審判所によって拒否された，性的搾取目的の人身売買

による犠牲者であり，女性性器切除の犠牲者であった。上訴人は，第一層審判所に

おける審理が手続的に不公正であったという理由で，また，専門家は信用できない

ものと審判所裁判官が考えたために，提示された専門的な証拠の適切な検討を行う

ことを審判所裁判官が怠ったという理由で，第二層審判所からの許可を求めた。第

二層審判所は，簡潔な理由を付与することによって，許可を拒否した。Cart 司法

審査に関して，高等法院の裁判官は，上訴に対する許可を拒否するために第二層審

判所の裁判官によって付与された根拠が，「自らの任務を規律する法に関する第二

層審判所による誤解を，あるいは少なくともその法の誤った適用」を明らかに示し

たと結論付け， その上， 「審判所が ［専門家］ を信用できないものと扱った方法に関

する不服にまったく対処しなかった」と結論付けた22）。要約すると，認容された

Cart 司法審査は，一般的（common）ではないかもしれず，さらに言えば，通常の

（ordinary）司法審査でもない。しかしながら，第二層審判所の裁判官は誤りを犯す

こと，また事案が認容されるときに，Cart 司法審査は当該個人に非常に重大な影

響をもたらすことはまったく明らかである。

第 2 に，委員会が依拠した Cart 司法審査の認容率にかかわる統計値は，完全に

誤っていた。数値にかかわる最も重要な欠陥は，数値が公表された事案に依拠して

おり，委員会が発見した事案はたった 45 件であったことであった。このアプロー
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チが疑わしい 2つの理由が存在する。第 1の理由は，柱とした認容率の数が完全に

誤解を招きやすいものであったことである。委員会が訴訟データベースを通してア

クセスした結論に基づくと， 認容率の数値は 45 件中 12 件であり， 5502 件中ではな

かったであろう。これは，26.7% というはるかに高い認容率に相当するであろう。

それは，もし公表された事案のみを取り上げているならば，正確な数値であるだろ

う。依拠した数値は，我々がその結果に関するデータを有しない 5457 件を取り上

げ，またそれらがすべて認容されなかったと仮定することによって，実際の認容率

を人為的に引き下げた。その仮定の根拠は存在しなかった。

委員会のアプローチが疑わしい第 2 の理由は，Cart 司法審査の事案が迅速化さ

れた書面のみの手続を経ており，そのような手続が，公表された認容事案がありそ

うもないことを意味することの原動力となったために，Cart 司法審査の事案は一

般的に公表されていないというものであった。民事訴訟手続規則（Civil Procedure 

Rules）の規則 54.7A は，Cart 司法審査が要求する一定の司法資源を（さらに）正

確に制限するために，Cart 司法審査のために採用された合理化された手続を規定

する＊9。これは， 以下の規定を含む。あなたは， 請求の書面においては， Cart 司法

審査を含めることしかできず，何らかの他の請求（例えば，違法な留置など）は別

に提起されなければならない23）。Cart 司法審査の出訴期間は，通常の 3 か月では

なく，第二層審判所の許可が拒否された日以降の 16 日間である24）。最高裁判所

が， Cart 司法審査が許可されるべきと判示した限られた状況を反映する， 許可が付

与されるためのより高い基準が存在する25）。また， もし許可が書面によって拒否さ

れたならば，口頭による再審理はない26）。

この文脈において最も重要なこととして，規則 54.7A は，もし司法審査の申請に

対する許可が認められ，その上もし第二層審判所あるいは関係当事者の誰かが実体

的な適用の審理を行うことを望むならば，許可を付与する命令状の送付の後 14 日

までにそのような審理の要求をしなければならない旨をさらに規定する。もし審理

に対する要求がその期間内にされなかったならば，裁判所はさらなる審理なしに許

可の拒否を取り消す最終命令をする。この手続に基づくと，審理，それに従って公

表された判決は必然的に非常にまれである。許可が認められる場合，第二層審判所

あるいは大臣が審理を要求することは通常ではない。それどころか，通常の流れで

は，そのような要求は存在せず，許可を拒否した第二層審判所の決定を裁判長が取

り消すことになる。したがって，事案は第二層審判所に差し戻され，そこでは第二

層審判所の裁判官，たいていは副長官が，許可を認めるか否かを再検討する（実務



205

ロバート・トーマス「司法審査改革，Cart 司法審査および救済方法」（河出訳）

上は，通例許可する）。典型的には，これはわずかに論拠が記載された書面によっ

てすべて行われる。この過程が公表され，判決が BAILII あるいは Westlaw のよう

なデータベースで発見されることは，ほとんど通常とは言えないであろう。

しかしながら，委員会は，Cart 司法審査の認容率に関して欠陥のある不正確な

統計を用いていた。あるブログにおいて， Tomlinson は， 用いられた統計が不正確

で曖昧であったことを確認した27）。その時，彼は，「我々は，いくつかの非公開の

事案が認容されたことを知っているので，すべて非公開の Cart 司法審査の事案が

認容されなかったという分析を支える主要な仮説が，過度に単純化しすぎたもので

あること」を発見した統計規則庁にかかわる問題を提起した28）。言い換えると，

司法省は，司法審査制度全体の機能を見直す主要なプロジェクトに情報を与えるた

めに，Cart 司法審査の認容率を算定しようとして，うまくいかなかったときに，

恥ずかしくなるほど基本的な誤りを犯したのである。したがって， Cart 司法審査に

おける認容率が実際にどれほどであったかに関して，混乱の期間が存在した。

行政法独立審査委員会に対する政府の回答

その後，政府の意見聴取に対する回答は，司法審査及び裁判所法案（Judicial Re-

view and Courts Bill） とともに公表された29）＊10。同法案の第 2条は，Cart 事件にお

ける判決を効果的に覆した司法審査排除条項を導入した。現在，この規定の理論的

根拠は，2 つの方向に変化した。第 1 に，司法省は，認容率の判断を再検討し，修

正して，Cart 司法審査における認容率が約 3% に近かったと結論付けた30）。Cart

司法審査を排除するための継続的な取り組みを説明した司法省の以下の発表は，移

民・出入国管理にかかわる司法審査との明白な関連性を導き出した。

調査は，他のすべての訴訟が 40～50% の認容率であることと比較して，最も件

数が多い司法審査の訴訟であるこれらの請求が，約 3% にすぎない認容率であるこ

とを発見した。これは，1 年あたり 30 万ポンドを超える費用を納税者に払わせる

ものであると推定され，その費用は，高等法院に係属する重要事案を取り扱うこと

に，より多くを費やし得る。多くの Cart 訴訟は，移民・出入国管理および庇護に

かかわる上訴から生じ，またその請求が結局認められないにもかかわらず，退去を

妨げる遅延方策として用いられ得る31）。
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第 2に，同様の発表は，政府がその規定を，より一般的に司法審査排除条項と類

似の種類の草分けあるいはひな型として理解したことを以下のように明らかにし

た。

法律は，意見聴取において述べられた方法では司法審査排除条項に取り組まない

であろう。その代わりに，Cart 判決を排除する法律上の文言が，他の法律におい

て再現され得る枠組みとして役立つであろうと期待されている。これは，司法審査

排除条項の適切な使用に関する何十年にもわたる不確実性と混乱に決着をつけるで

あろう。

政府は，その規定が司法の監視を切り抜けるかどうかを確かめるために，また，

もしそうであるならば，裁判所は何らかのそのような規定に敬譲することを義務付

けられているとも感じるであろうという期待の中で，その規定の文言を，司法審査

を排除する将来の類似の規定のひな型として用いることを試みるために，この規定

を本質的に用いていた。同法案が公表された後まもなくの講演において，大法官で

あり， 勅撰弁護士でもあり， 国会議員でもあるRobert Buckland は， 「いかにそのよ

うな条項が用いられるべきであり，また，司法審査排除条項を全体的にほぼ無効へ

と導いた……著名な事案である Anisminic 事件判決＊11 の遺産に基づいて決着をつ

けるべきかに関するモデルを，その条項は提供し」得ることを期待すると説明し

た32）。したがって，この規定は，政府が Cart 司法審査を排除することによって，

司法審査制度の濫用であると政府が理解したものを取り除くことを目的とするのみ

ならず，数年後ではあるけれども，Cart 事件における最高裁判所判決が，裁判

所，行政府，国会の間のより一般的な憲法的均衡の文脈において表明したことに反

論することも目的とするものであった33）。

結　　論

いくつかの一般的な指摘をすることによって，結論付けるときが来た。第 1に，

審判所への上訴と司法審査は，双方とも重要な救済方法である。審判所は，時を経

て著しく発達した。それは，現在は司法制度の一部として認識されている。関連す

る論点は，行政決定と審判所の裁決の双方にわたる司法的統制が必要であるという

ことである。しかしながら，その司法的統制の程度には限界がある。司法的統制の
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必要性は，コストの問題と終局性の必要性との間で均衡がとれている必要がある。

時には，この点に関して達成されるべき困難な均衡が存在し，また，いずれの均衡

が望ましく，正しいかに関して，異なる見解がしばしば存在する。

第 2に，政府が司法審査を「改革」しようとするとき―しばしば制限しようと

するとき―はいつでも，正当な懐疑論が存在する。結局，司法審査の全体の目的

は，政府自身が適法に行動するようにすることである。「Cart 司法審査」の除去に

関しておそらく最も重大なことは，それが移民・出入国管理にかかわる法を施行す

る政府の観点から，あるいは資金を節約する際に，おそらくほとんど相違を生み出

さないということである。実際，「Cart 司法審査」を廃止することによる効果は，

上訴に対する許可の申請を検討するときに，第二層審判所がより慎重に実務上取り

組むことであろう。

第 3 および最後の点は，審判所は行政的正義（administrative justice）を提供する

ための重要な手段であるということである。社会保障給付あるいは出入国の地位の

ような，国民の法的権利および資格に関する特定の個人に対する決定を政府が行う

ときには，審判所が特に適切である。審判所が第一次行政決定を審判所自身の裁決

に明白に置き替えることができ，その場合にその裁決が法的拘束力を有するという

点で，審判所は司法審査を超えた利点を有する。2007 年法における審判所改革

は，審判所への上訴が行政的正義の中心的な側面であることを示す。審判所は，1

年に何十万件もの上訴を判断する。制度全体の仕組み上，「Cart 司法審査」は単な

る 1つの論点にすぎず，その他の審判所にかかわる現在の最新の論点も存在する。

私は，そのような 2つの論点に言及する。第 1に，審判所が第一次的な政府の意思

決定機関の決定に対する上訴を認めたときに，その機関が適切な教訓を学ぶ程度で

ある。第一次決定の質を改善する余地はかなりあり，審判所から学ぶことは，これ

を達成するための最も重要な手段である。第 2に，審判所はますますオンラインで

上訴を審理するようになってきている。審判所のデジタル化に関するプロジェクト

が 2016 年に開始したが，COVID パンデミックとそれにかかわるロックダウンに

よって加速された。オンラインデジタル司法は，司法へのアクセスを拡大するため

の重要な手段であり得る＊12。結論を言うと，審判所の状況は長年にわたってかな

り変化してきたが，今後も変化し続けるであろう＊13。
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　 訳注

＊1）　行政裁判所とは，実際には高等法院の行政部にあたるものである。

＊2）　本稿では，かつての行政庁の処分に対する行政内部の appeal，現在の第一層審判

所への appeal，第二層審判所への appeal，控訴院への appeal をすべて「上訴」の訳

語で統一している。

＊3）　2001 年の Leggatt 報告書が審判所の統一性に関する問題を指摘し，2007 年法に基

づく審判所改革へとつながった。審判所の統一性および独立性の問題に関しては，

榊原秀訓『司法の独立性とアカウンタビリティ』（日本評論社，2016 年）258～261

頁参照。

＊4）　本稿では，審判所の decision の訳語として，実体的判断については「裁決」と
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し，上訴を認めるか否かの手続的判断については「決定」とした。ただし，行政機

関と審判所がセットで用いられて，それらの decision となっている場合は，「決定」

とした。

＊5）　移民・出入国管理事件に関する司法審査件数の爆発的増加が見られる状況におい

て，そのうちの一定の類型については，第二層審判所に管轄権が移され，一部の類

型は高等法院（行政裁判所）が依然として審理している。結果として，多数の司法

審査については，第二層審判所が審理するようになった。

＊6）　Cart 事件（R. (Cart) v Upper Tribunal ［2011］ UKSC 28）と同時に，MR (Paki-

stan) 事件（R. (MR (Pakistan)) v Upper Tribunal ［2011］ UKSC 28）が，また，同日

スコットランドの審判所に関する同じ論点を扱う Eva 事件（Eva v Adovocate Gener-

al for Scotland ［2011］ UKSC 29）が最高裁により判断されている。Cart 事件に関し

ては，榊原・前掲訳注 3）314～319 頁，長内祐樹「イギリスにおける司法審査請求

の今日的要件についての一考察」早稲田法学 95 巻 3 号（2020 年）243～268 頁参照。

＊7）　Leggatt 報告書は，第二層審判所を「上位記録裁判所」と規定することによって

司法審査の管轄権の排除を構成すると考え，第二層審判所を上位記録裁判所にする

ことを否定したが，2007 年法は，第二層審判所が上位記録裁判所であると規定し

た。それを契機として，第二層審判所の決定が司法審査の対象になるかが議論と

なった。

＊8）　「行政法独立審査委員会」は，「行政法」という名称を有しているが，実質として

は Johnson 政権が「司法審査」の権限を制限することを目的として設置した委員会

であり，Faulks を委員長とする。

＊9）　同規則 54 は「司法審査と制定法上の上訴」に関するものであり，同規則 54.7A

は，「第二層審判所の決定に対する司法審査」に関するものである。

＊10）　同法案は，2022年4月28日に司法審査及び裁判所法（Judicial Review and Courts 

Act 2022） として成立している。

＊11）　司法審査排除条項とは，国会が特定の行政決定に対する司法審査を禁止あるい

は制限するために制定法で定めた条項のことであり，Anisminic 事件（Anisminic Ltd 

v Foreign Compensation Commission ［1969］ 2 AC 147 （HL））では，司法審査排除条

項が定められている場合においても，裁判所は管轄権を越える行政決定に対する司

法審査が可能である旨を判示した。同事件については，岡本博志『イギリス行政訴

訟法の研究』（九州大学出版会，1992 年）124～126 頁，田島裕「通常裁判所による

司法審査」藤倉皓一郎ほか編『英米判例百選』〔第 3 版〕（有斐閣，1996 年）96 頁以

下参照。

＊12）　「行政的正義」とは，一般的に，わが国における行政訴訟に限定されず，国家補

償を除く行政救済法を意味する概念である。また，「行政的正義」には，行政決定の

改善により，事後的救済の負担を軽減するという関心から，事後的救済による結果
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を行政決定に還元することも目的として含まれている。行政的正義の論点に関して

は，ロバート・トーマス著/深澤龍一郎訳「行政的正義の諸問題」榊原秀訓編著『現

代イギリスの司法と行政的正義―普遍性と独自性の交錯』（日本評論社，2020

年）23～52 頁，榊原秀訓「イギリスにおける『行政的正義』の現状―原処分の改

善，デジタル審判所と行政的審査―」南山法学 43 巻 2 号（2019 年）55～96 頁参

照。

＊13）　本稿提出後の 2022 年 9 月 6 日に，イギリスの政権は，Johnson 政権から Truss

政権に，さらには，同年 10 月 25 日に Sunak 政権に交代している。


